
 「新潟県外国人材受入れサポートセンター」 では外国人材受入れに関する相談に対応しています。    

  電話：０２５－２８２－５５４８ ／ ＦＡＸ：０２５－２８２－５５４９ 
  E‐mail ：visa‐support@niigata-gyousei.or.jp 
  受付時間：午前１０時から午後５時まで ※来所相談受付は午後４時まで（土日・祝日・年末年始を除く） 

  参照URL：新潟県HP＞商工業・産業立地＞「新潟県外国人材受入サポートセンター」を設置しています 
         http://www.pref.niigata.lg.jp/sangyoseisaku/1356910120141.html 
  

  農業者が在留資格「特定技能」制度の活用により外国人材を雇用する場合、雇用の形態はフルタイムと
した上で、①直接雇用 に加え ②労働者派遣も可能となります。派遣事業者はＪＡ、ＪＡ出資法人、新潟市
の特区事業の実施事業者等などを想定しています。 
   雇用される外国人は同じ職場の日本人と同じ作業を担い、日本人と同等以上の給与支払いが義務付け
られています。 

    
  

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」が創設されました 

  外国人材の受入れに関する制度として、これまでの「外国人技能実習制度」、新潟市特区事業である「農

業支援外国人受入事業」に加え、出入国管理及び難民認定法に基づき新たに在留資格「特定技能」が創設
されました。 
  中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保

のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野（農業）において、一定
の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。新たな在留資格「特定技能」は、平成31
年4月1日に施行されます。 

  技能水準については農業技能測定試験（仮称）、日本語能力の水準については日本語能力判定テスト
（仮称）等でそれぞれ確認します。3年間の技能実習を修了した外国人材は上記の試験が免除され、特定
技能（1号）への資格移行に応じれば平成31年4月から受入れが可能になります。 
  受け入れ側は、労働者を継続して雇用した経験があるなどの条件を満たす必要があります。 

※ 農林水産省ＨＰ＞政策情報＞農業経営＞農業分野における外国人の受入について 
              http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html 


